
（パターン１）

土地所有者等の申立額 ３００万円

起業者見積額 ２００万円＝裁決額

収用委員会認定額 １８０万円

収用委員会認定額が起業者の主張する額
を下回っている場合、起業者見積額（２００万
円）が裁決額になります。
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（パターン２）

土地所有者等の申立額 ３００万円

起業者見積額 １８０万円

収用委員会認定額 ２００万円＝裁決額

収用委員会認定額が当事者の主張する額
の範囲内である場合、収用委員会の認定額
（２００万円）が裁決額になります。
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（パターン３）

土地所有者等の申立額 ２００万円＝裁決額

起業者見積額 １８０万円

収用委員会認定額 ３００万円

収用委員会認定額が、当事者の主張する額
を上回っている場合、土地所有者等の申立額
（２００万円）が裁決額になります。
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（福井県収用委員会作成）


